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第１章  はじめに 

１  年次報告書について 

三重県は、海や山の豊かな自然に恵まれており、それぞれの地域において、地域

特性に合わせて花とみどりの文化が醸成され、古くから花やみどりを身近に感じな

がら生活が営まれてきました。 

しかし、近年では、都市化の進展や生活様式の変化などにより、花やみどりを身

近に取り入れる機会や、緑化・美化に関する地域づくりに参加する機会も少なくな

ってきています。 

花壇の花、街路樹をはじめとする花とみどりには、癒しを与える効果、良好な景

観形成につながる効果等があります。そのため、日々の生活の中で花とみどりに触

れる機会を持つことで、生活にうるおいや、互いを思いやる優しさがあふれ、人び

との交流につなげることができます。 

そこで、本県では、花とみどりのさまざまな効果を有効活用し、多様な主体との

連携のもと、「花とみどりで優しさあふれる健やかなふるさと三重」の実現をめざ

すため、令和５（2023）年４月に「花とみどりの三重づくり条例」（以下「条例」と

いう。）が施行されました。 

これからは、県民一人ひとりが花とみどりの意義をあらためて認識した上で、県、

国、市町、県民及び事業者等が連携・協働し、それぞれの役割に応じて、主体的か

つ積極的に花とみどりに関する取組を進めていくことが期待されています。 

このことから、花とみどりの活用をきっかけとした人びとの交流を、地域づくり

へつなげるとともに、心豊かで健やかなまちづくりに向けて、花とみどりに関する

取組を総合的かつ計画的に進めるため、令和６（2024）年３月に「花とみどりの三

重づくり基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定しました。 

本年次報告書は、基本計画に基づき三重県が実施した令和６年度の各施策の実施

状況について、計画策定後の最初の年次報告書としてとりまとめ、条例第 19 条第

８項の規定に基づき、県議会に報告するとともに、広く県民の皆さんに公表するも

のです。 
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２  計画の位置づけ 

条例第 19条に基づく基本計画として位置づけています。 

 

３  計画期間 

令和６（2024）年度から令和９（2027）年度までの４年間※とします。 

※条例附則第３項にて、条例の規定については、条例施行後おおむね４年ごとに検討することとさ

れているため、計画期間を４年間としています。 
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４  計画の基本的な方針 

条例がめざす「花とみどりで優しさあふれる健やかなふるさと三重」の実現に向

け、県、国、市町、県民及び事業者等の多様な主体が相互に連携し、協力して効果

的に取組を進めていく必要があります。 

取組にあたっては、条例で定める基本理念をふまえた取組の視点を設定し、幅広

い分野に関わる花とみどりの施策を推進していきます。 

 

【めざす姿の実現に向けた取組イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めざす姿 
花とみどりで優しさあふれる 

健やかなふるさと三重 

基本理念 
県民及び事業者の

意識の高揚等 

県民及び事業者等が

主体的に取り組むた

めには、花とみどり

の効用や大切さを理

解することが重要で

あるため、情報発信

やイベントをとおし

て、「知る」機会を創

出します。 

取組の 

視点 

基本的 

施策 
10 施策 

多様な主体の 

連携協力 

花とみどりを活用す

るためには、県、国、

市町、県民及び事業

者等が相互に連携

し、協力関係を築く

ことが重要であるた

め、さまざまな支援

をとおして、多様な

主体を「つなぐ」施

策を推進します。 

花とみどりの効用

等の有効活用 

花とみどりにはさま

ざまな効用があり、

人びとの生活にうる

おいや、やすらぎを

与えることができる

ため、公共空間等に

取り入れ、県民に「魅

せる」施策を推進し

ます。 
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本計画では、基本方針を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実現イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画

花とみどりあふれる
未来に向けた土台づくり

次期計画

将来計画

めざす姿の 
実現 

 
 

 

 

 

本県は、条例が制定されたことで、花とみどりにあふれる未来に向

けスタートラインに立ちました。 
 

本計画の期間は、「花とみどりあふれる未来に向けた土台づくり」を

めざす４年間とし、現在各部局が取り組んでいる花とみどりに関する

施策を計画に位置づけて体系的に展開するとともに、県民が花とみど

りに関心を持つことができるよう気運醸成に注力して取り組みます。 
 

今後、計画の策定と結果の検証を繰り返し、段階的に条例がめざす

姿に近づいていく必要があります。 

Ｒ６～Ｒ９ 

基本方針 

花とみどりあふれる未来に向けた土台づくり 

～多くの県民が花とみどりが活用された 

         まちづくりを実感するために～ 

令和６年度 令和９年度 

４年ごとに見直し 
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第２章   令和６年度の取組状況 

１  基本的施策の展開 

取組の視点をふまえ、条例で定める 10 の基本的施策ごとに具体的な取組を進め

ます。 

また、基本的施策と取組の視点の関係性について、以下のとおり整理しています。 

※表中の「●」印は、各基本的施策において特に関わりが深い視点を示しています。 

 

基本的施策 
取組の視点 

   

１ 県有施設等における花とみどりの活用  ● ● 

２ 街路樹等の機能の発揮  ● ● 

３ 社会福祉施設等における花とみどりの活用の促進 ●  ● 

４ 花とみどりの文化の振興 ● ●  

５ 花とみどりの教育等の推進 ●  ● 

６ 花とみどりの名所づくりの推進 ● ●  

７ 人材育成等 ●   

８ 情報収集等 ●   

９ 県民及び事業者の理解の増進等 ●   

10 顕彰 ●  ● 
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２  令和６年度の取組状況（概要） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の
方向性 

(1)(2)県が管理する施設や公園・河川等における花とみどりの活用の推進 

(3)県民参加による維持管理の促進や緑化・交流拠点づくりの推進 

Ｒ６ 
取組 

（１）県庁舎等における緑化、植栽等の推進 

○県庁舎等では、良好な景観と施設内環境を維持するために適切な剪定や

除草を行い、樹種や草花の植栽を実施しました。また、来庁者に親しみ

を持ってもらうため、施設や地域の特徴を生かした植栽や花壇の設置に

取り組みました。 

○三重県営サンアリーナにおいて、指定管理者により、５月下旬から６月

中旬にかけて樹木の剪定等を実施しました。 

（２）都市公園等における緑化の推進 

○五十鈴公園内の樹木について、指定管理者により、合計 10 本の枯損木の

伐採を行いました。 

○東海自然歩道や伊勢志摩国立公園、吉野熊野国立公園において、施設の

点検や手すり・歩道の改修などの維持管理に取り組みました。 

（３）協働による公共空間の緑化の推進 

○三重県が管理する海岸・港湾・漁港緑地を安心・安全に利用できるよ

う、清掃や植樹剪定等を実施しました。 

○県が管理する道路・河川・熊野灘臨海公園において、自治会委託による

除草作業を実施しました。 

取組の
方向性 

(1)「三重県街路樹マネジメント方針」に基づく維持管理・方針の適宜検証 

(2)街路樹等の良好な景観維持のため、県民・事業者等との協働 

Ｒ６ 
取組 

（１）街路樹等を生かした道路空間の魅力向上 

○県道において街路樹台帳の作成及び街路樹維持管理計画の策定を試行し

ました。 

○道路の法面において、快適な道路空間が確保されるよう、地域特性に応

じ植生による緑化に取り組みました。 

（２）協働による道路空間づくり 

○県が管理する道路・河川・海岸・都市公園において、5,224 人が美化ボラ

ンティア活動に参加いただき、作業に必要な物品の提供、作業中の事故

に備える保険料（傷害・賠償）等の支援を行いました。 

○県内 10 建設事務所（15 箇所）において、「みえ花と絆のプロジェクト」

により、地元自治会や企業、学校等と連携して道路美化や花植え活動を

行いました。 

【基本的施策１】 県有施設等における花とみどりの活用 

取組 
内容 (3)美化ボランティアへの支援／公共空間緑化に取り組む市町への助言 等 

【基本的施策２】 街路樹等の機能の発揮 

取組 
内容 

(1)街路樹の維持管理／植樹帯等による道路空間のグリーン化 等 

(2)道路美化・維持活動への支援／「みえ花と絆のプロジェクト」推進 等 

四日市庁舎の 

玄関ホールの生け花 

津庁舎敷地内の 

植栽、樹木管理 

施設周辺の植栽 

(三重県営サンアリーナ) 

芝生広場の除草作業 

（三重ぴよクエの森） 

道路のグリーン化 

ボランティアによる花壇整備 

(亀山サンシャインパーク) 

みえ花と絆のプロジェクト 
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取組の
方向性 

(1)(2)街路樹文化や生花文化等の花とみどりの文化の継承や、日常生活で

の花とみどりの活用の促進 

(3)研修会や観察会の開催による花とみどりに関する知識等の普及 

取組の
方向性 

(1)社会福祉施設等における花とみどりを通じた交流促進や花壇の設置・樹

木の植栽等による緑化推進 

Ｒ６ 
取組 

（１）花とみどりを通じた交流促進と施設の緑化推進 

○県立子ども心身発達医療センターでは、良好な景観を維持するため、敷

地内の樹木や草花の剪定、除草を行い、同様に、県立病院でも定期的に

植栽された樹木等の剪定を行いました。また、こころの医療センターで

は、デイケアプログラムの一環として花を活用した取組を実施しまし

た。一志病院では、地域の小学校の児童と協力して、敷地内の花壇に花

苗を植える活動を行いました。 

○相可高等学校の生徒が、園児対象に多肉植物の寄せ植え体験講座を実施

し、明野高等学校の生徒が園児と花壇の花植えを行いました。 

○社会福祉施設に対して条例や基本計画を周知するとともに、活用事例の

募集や情報提供を行いました。 

Ｒ６ 
取組 

（１）日常生活における花とみどりの活用の促進 

○春の都市緑化推進運動と秋の都市緑化月間に関連して、各県営都市公園

で花苗や種の配布を行い、啓発活動を実施しました。また、指定管理者

による植物観察会やクラフトワークショップも行われました。 

（２）花とみどりに関する文化の紹介 

○華道を含む生活文化を振興する取組の一環として、華道の作品展におい

て、優秀な作品に対する三重県知事賞の交付を行いました。 

○公益社団法人三重県緑化推進協会が、一般社団法人日本樹木医会三重県

支部と協力し、県内 17 箇所で樹木健康診断を実施しました。 

（３）花とみどりに関する知識等の普及 

○４月に三重県立熊野少年自然の家において、施設近辺の野草を観察、採

取し、調理を行うなどの体験イベントを開催しました。 

○花き関係者や生産者団体等と連携し、花きの消費拡大イベント（２回開

催、来場者 9,362 名）や品評会（２回開催、出品数 170 点）を開催しま

した。 

【基本的施策３】 社会福祉施設等における花とみどりの活用の促進 

【基本的施策４】 花とみどりの文化の振興 

取組 
内容 

(1)農業学科等を設置する県立高等学校における園芸福祉活動／社会福祉施

設等への花とみどりの活用事例の情報提供 等 

取組 
内容 

(1)県営都市公園における花苗ポット等の配布や草木の観察会の実施 等 

(2)ＳＮＳ等を通じた花とみどりに関する文化の PR 

(3)品評会・展示会、花やみどりの管理に関する講習会の開催 

一志病院における地域の 

小学校と協働した花植え活動 

明野高等学校の 

園芸福祉活動 

樹木健康診断 

 

熊野少年自然の家の野草を 

活用した体験イベント 

花とみどりを使った 

園芸体験教室の開催 
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取組の 
方向性 

(1)学校での花とみどりにふれあい、大切さを学ぶ活動に対する情報提供や

技術支援等の充実 

(2)学校が実施する花とみどりを通じた地域活動を継続的に行うための環境

整備の推進 

取組の
方向性 

(1)花とみどりの名所となり得る場所の特色を生かした、環境整備の推進 

(2)花とみどりの名所について、ホームページやＳＮＳ等による情報発信 

Ｒ６ 
取組 

（１）学校教育における花とみどりの活動 

○県内の小中学校に対してフラワー・ブラボー・コンクールへの参加案内

を行うとともに、特に優れた花壇づくりを行う小中学校を表彰するコン

クールを実施し 67 校が参加しました。 

○久居農林高等学校の生徒が七栗記念病院の庭園管理実習を行いました。 

○特別支援学校において、「特別の教科 道徳」や「生活科」などを通じて

自然を愛する心やクラスの一員としての役割意識を育て、さらに「作業

学習」で木の剪定作業にも取り組みました。 

（２）花とみどりを通じた地域活動の取組 

○地域ボランティアの方が学校と連携・協働して、花壇や学校周辺環境の

整備を行っている学校に対して、指導・助言を行いました。 

○桑名工業高等学校の生徒が、七和小学校の児童、地域企業の方と合同清

掃活動を行いました。同様に多くの学校で「学校環境デー」を設定し、

地域の清掃活動を行いました。 

Ｒ６ 
取組 

（１）花とみどりの名所づくり 

○植樹した桜の維持管理を指定管理者と連携して適切に行いました。 

○大杉谷登山歩道や自然公園で自然体験ツアーなどのイベントを 28 回開催

しました。また、ＳＮＳなどを活用して自然景観や歴史・文化の魅力を

115 回発信しました。 

○「西沢のノハナショウブ群落」において、伊賀白鳳高等学校の生徒が地

元小学生にノハナショウブの特徴や管理方法等の説明を行いました。 

（２）花とみどりの名所等の情報発信 

〇県土整備部が管理するＳＮＳのアカウント（Ｘ、インスタグラム）にお

いて、取組について、年間 11 件の投稿を行い情報発信を行いました。 

○三重県観光連盟では、年４回季刊紙「観光三重」を発行し、ホームペー

ジで三重の観光スポットを紹介する中で、花とみどりの名所に関連する

スポットも紹介しました。 

【基本的施策６】 花とみどりの名所づくりの推進 

【基本的施策５】 花とみどりの教育等の推進 

取組 
内容 

(1)学校での園芸や林業についての学習や体験活動の実施 等 

(2)花とみどりを活用した地域の美化活動や清掃運動への支援 等 

取組 
内容 

(1)  

(2)ホームページやＳＮＳ、季刊紙等による名所の情報発信 等 

久居農林高等学校の 

庭園管理実習 

地域における美化・清掃活動 

植樹体験 

季刊誌「観光三重」春号 

「みえで花さんぽ♪」 

森林ウォーキング 

特別支援学校の取組 

（プランター設置） 
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取組の
方向性 

(1)専門的な知識を有する者等、花とみどりの活用の推進に寄与する人材を

育成できる環境整備の推進 

(2)花き生産者、花き市場関係者、造園建設業者等に対する技術支援や経営

指導等の支援 

取組の
方向性 

(1)花とみどりの活用の推進を専門的知見に基づき効果的に実施するために

必要な情報の収集及び提供、調査研究の推進 

Ｒ６ 
取組 

（１）人材の育成・確保 

○花き分野での新規就農希望者に対し、関係市町等と連携し、就農相談等

の対応を行い、２名が新規就農しました。 

○四日市農芸高等学校、久居農林高等学校の生徒が造園技能士２級に計 16

人、フラワー装飾技能士３級に計６人合格しました。 

○「花とみどりの三重づくり県・市町担当者連絡会議」において、「街路樹

剪定士」等の専門資格について情報提供しました。 

（２）産業への支援 

○共通規格台車を活用した輸送効率化実証に取り組んだほか、難防除病害

虫の効果的防除法確立の実証など５試験に取り組みました。 

○生産者団体が実施する３つの品評会（合計出品数 82 点）において、審査

に協力しました。 

○産地の認知度向上に向け、買参人を対象とした展示商談会を開催しまし

た。 

Ｒ６ 
取組 

（１）専門的な情報の提供や調査研究の推進 

○市町や生産者団体が実施するイベント（第 48 回鈴鹿市植木まつり、第

53 回三重県植木まつり、品評会、みえ花フェスタ 2024）において、運営

支援や審査を行いました。第 53 回三重県植木まつりでは、盆栽体験を支

援し、60 組が参加しました。 

○花き栽培の技術相談について、24 件の問い合わせに対応しました。ま

た、農業大学校の講義（園芸概論）において研究成果の紹介や技術指導

を行いました。 

○「花とみどりの日」記念イベントの開催や「みえ花と絆のプロジェク

ト」花植え活動等の取組事例や成果をホームページで情報発信（20 回）

しました。 

○難発根性のオリーブにおいて発根率を向上させるための穂木の調製方法

を解明し、指導者向けの技術マニュアルとして配布しました。 

【基本的施策７】 人材育成等 

【基本的施策８】 情報収集等 

取組 
内容 

(1)

(2)花き生産者に対する技術導入や販売促進に向けた支援 等 

取組 
内容 

(1)県が所管する研究所等における調査研究の推進や、専門的情報を用いた

事業者等への支援 等 

アシストスーツ利用による作業

労力軽減効果の実証試験 

共通規格台車を活用した 

輸送効率化実証試験 

産地の認知度向上に向けた 

ＰＲ活動 

みえ花フェスタにおける 

花き産地のＰＲ 

三重県植木品評会での審査 

難発根性のオリーブの 

増殖実験 
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取組の
方向性 

(1)花とみどりの活用に取り組む県民・事業者等の活動をたたえる制度の充

実を図り、さまざまな活動の成果を発表するコンクール等の開催の検討 

取組の
方向性 

(1)花とみどりに関するイベントの開催や活用事例等の情報発信により、理

解増進とその活用に対する気運を醸成 

(2)県民及び事業者等に対する条例の周知や花とみどりの活用への理解増進 

Ｒ６ 
取組 

（１）イベントの開催や情報発信 

○「鈴鹿市植木まつり（４月）」の各種イベントと合わせた「花とみどりの

日記念イベント」の開催や「みえ花と絆のプロジェクト」等と連携して

「三重県街路樹の日」をＰＲしました。 

○県内の商業施設等において、県産の花とみどりのＰＲ展示や園芸体験教

室を６回開催するとともに、花とみどりの魅力を発信する動画を制作

し、情報発信にも取り組みました。 

○三重ぴよクエの森と伊賀上野ぴよクエの森で、自然体験型イベントを実

施するとともに、ＳＮＳを活用して季節の話題やイベント結果などを情

報発信し、利用者の増進につなげました。 

○民間事業者や公益財団法人が実施した、さくらや広葉樹の苗木寄贈事業

にかかる募集案内の際に、県・市町及び関係団体等を通じて周知を行

い、情報提供に協力しました。 

（２）条例の周知と活用するための仕組みづくり 

○条例の周知を目的として、ポスターやのぼり旗を県庁舎や都市公園に掲

示し、「みえ花と絆のプロジェクト」などの花と緑を活用した取組と連携

して、条例の認知度向上と意識の高まりを図りました。 

○農地等の保全活動を推進するため、ため池の草刈りや水路沿いの植栽活

動を実施する 216 組織の共同活動を支援しました。 

Ｒ６ 
取組 

（１）表彰・コンクールの開催 

○「フラワー・ブラボー・コンクール」において、地方審査と中央審査を

実施しました。また、11 月に表彰式を開催し、受賞校（10 校）の表彰を

行い、ホームページ等で受賞校の取組を広く紹介しました。 

○12 月に「令和６年度三重県花き品評会」（出品数 105 点）を開催し、品

評会の受賞作品をみえ花フェスタ 2024 において広く来場者に発信しまし

た。 

【基本的施策１０】 顕彰 

【基本的施策９】 県民及び事業者の理解の増進等 

取組 
内容 

(1)「花とみどりの日」「街路樹の日」におけるイベントの開催／県産花き

を使用した飾花展示や寄せ植え等の体験教室の実施／生産者団体等が主

催するイベントの支援 等 

(2)  

取組 
内容 

(1)「フラワー・ブラボー・コンクール」の開催／鉢花、花苗、切花の品評

会の開催、表彰／緑化活動の推進等に尽力した方への表彰 

花とみどりの日記念イベント 

商業施設等での県産 

花きのＰＲ展示 

森林公園における森林教育 

水路沿いの植栽活動 

花き品評会入賞作品 

フラワー・ブラボー・コン

クール三重県大賞 
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３  令和６年度の取組状況 

 

【基本的施策１】県有施設等における花とみどりの活用 

 

１ 現状・課題 

○県は県本庁舎や地域庁舎のほか、文化施設や水道施設などのさまざまな県有施設

や、公園・河川・海岸等の公共用財産を管理しています。 

○県庁舎等における親しみやすい施設づくりのため、敷地内の樹木等の適切な維持

管理をはじめ、施設の緑化につながる取組を推進していく必要があります。 

 ○県が管理する公園、河川や海岸等においては、それぞれの特性に応じた維持管理

により、良好な自然環境の保全や向上を図る必要があります。 

 ○県有施設を持続的に維持管理し、花とみどりの活用を推進していくためには、地

域の協力を得ながら進めていく必要があります。 

２ 取組の方向性 

○県庁舎等の県有施設や県が管理する公園・河川・海岸等において、それぞれの施

設の特性に応じた花とみどりの活用を図ります。 

○県有施設等の花とみどりの活用の推進に向け、ボランティアの協力を得るなど、

県民参加による維持管理を促進し、緑化や交流拠点づくりを推進します。 

４  具体的な取組内容 

基本的施策１の具体的な取組内容及び、取組ごとの主体と支援内容※は次のとお

りです。 

※具体的な取組のうち、県が県民・事業者へ支援しているものを、制度（情報発信や助言等を含め

た支援する仕組みがある）・人材（人材派遣・イベント開催支援等を行っている）・財政（物品の

提供等を行っている）に分類し、該当するものを「●」で表示しています。 
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【取組ごとの主体と支援内容】 

基本的施策１ 県 
市 
町 

県 
民 
・ 
事 
業 
者 

県民・事業者への 

支援内容 

制度 人材 財政 

（１） 

県庁舎等における

緑化、植栽等の推

進 

取組 1 県庁舎等における取組 ●      

取組２ 
指定管理者制度導入施設に

おける取組 
●  ● ●   

（２） 
都市公園等におけ

る緑化の推進 

取組１ 県営都市公園における取組 ●  ● ●   

取組２ 
森林公園、自然公園施設等

における取組 
●  ● ●   

取組３ 
港湾緑地、海岸緑地等にお

ける取組 
● ●     

（３） 
協働による公共空

間の緑化の推進 

取組１ 

道路・河川・海岸・都市公園

美化ボランティア活動助成

（推進）事業 

●  ● ●  ● 

取組２ 除草委託事業 ●  ● ●  ● 

取組３ フラワーオアシス推進事業 ● ● ● ●  ● 

取組４ 市町への緑化支援 ● ●     

 

（１） 県庁舎等における緑化、植栽等の推進 

取組１ 県庁舎等における取組 

 令和６年度の取組状況   

・県庁舎等において、良好な景観や施設内環境が維持されるよう、樹種や植栽に

あわせた剪定や除草等を実施し、適切な維持管理を行いました。また、来庁者

に親しみをもってもらうため、施設や地域の特徴を生かした樹種、草花の植栽、

出入口付近への花壇の設置等に取り組みました。 

 

 【本庁舎】本庁舎周辺の樹木剪定を年２回、草刈りを年６回実施するとともに、

花壇への花植えを実施しました。 

 【桑名庁舎】庁舎ロビーにポスターを掲示し、来庁者に条例や取組について関

心を持っていただけるよう周知を行いました。 

 【四日市庁舎】ボランティアの方が生けてくださる花を、庁舎本館棟１階玄関

ホールで展示しました。（この取組は 30年以上継続） 
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 【鈴鹿庁舎】庁舎敷地内の植込みの剪定及び除草を行い、適切な環境維持に努

めました。 

 【津庁舎】敷地内緑地帯の草刈りを年５回、寄せ植えの刈込を年２回実施する

とともに、敷地内樹木の剪定を行いました。 

 【松阪庁舎】庁舎正面玄関に植栽ポットを設置しました。 

 【伊勢庁舎】公道に面した庁舎北側の植栽等をメインに、剪定を実施しました。 

 【伊賀庁舎】庁舎内職員にメールを送り、花とみどりに関心を持つよう、条例

や基本計画の周知を行いました。 

 【尾鷲庁舎】庁舎駐車場のサツキやツツジ等の剪定や除草等を実施しました。 

 【熊野庁舎】庁舎正面玄関にのぼり旗を設置、１階ロビーにポスターを掲示し

ました。また、来客用駐車場の北側及び東側に植栽した芝桜・ひま

わり等を育てるとともに、新たにネモフィラ等の花を植え、以前か

ら植わっている樹木と合わせて管理を行いました。 

 【各水道事務所、浄水場】浄水場および関連する水道施設等の敷地内の除草お

よび剪定を実施しました。 

      ・除草（北勢：４回、中勢：２回、南勢：３回） 

      ・剪定（中勢：１回、南勢：２回） 

 【警察庁舎】警察本部庁舎において、高木剪定を実施し、樹形を整え、景観を

改善しました。 

警察本部、運転免許センター、警察署で樹木剪定・除草作業を実

施しました。 

県下交番、警察官駐在所の一部で花壇の整備、プランターの設置

を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市庁舎の玄関ホールの生け花 

松阪庁舎正面玄関の植栽ポット 
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津庁舎敷地内の植栽、樹木管理 

伊勢庁舎敷地内の植栽、樹木管理 
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尾鷲庁舎敷地内の植栽管理 

熊野庁舎敷地内の植栽、樹木管理 
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取組２ 指定管理者制度導入施設における取組 

 令和６年度の取組状況   

・三重県総合文化センターボランティアの一つである「園芸ボランティア（登録

人数 11名）」のメンバーが、週に３～４日程度、水やり・花がら摘み・雑草の

除去・施肥などを実施し、観賞（観葉）植物の適切な維持管理を行いました。 

・三重県営サンアリーナにおいて、指定管理者により、５月下旬から６月中旬に

かけて樹木の剪定等を実施しました。なお、サンアリーナ会議棟の外に広がる

日本庭園については、草木が綺麗に見えるよう２ヵ月に一度白砂利を整え、景

観を良くしています。 

・三重県流域下水道施設において、以下の取組を実施しました。 

 【志登茂川浄化センター】管理棟玄関の向い側に、鉢植えに花を植えており、

それを維持管理しました。 

 【雲出川左岸浄化センター】玄関及び玄関内ホールに、プランターで多肉植物

を植えており、それを維持管理しました。 

 【松阪浄化センター】正面玄関、職員駐車場、管理本館裏側の見学コース上の

花壇に花を植えており、それを維持管理しました。 

・三重県立熊野少年自然の家において、フジバカマとクマノザクラの適切な維持

管理を行いました。なお、令和６年度においては天候不良等が続き、職員で注

意深くアサギマダラの飛来を期待、観察しておりましたが、残念ながら飛来を

確認できず、「アサギマダラ観察会」を中止いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設周辺の植栽 

（三重県営サンアリーナ） 

玄関のプランターによる植栽 

（雲出川左岸浄化センター） 
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（２） 都市公園等における緑化の推進 

取組１ 県営都市公園における取組 

 令和６年度の取組状況   

・五十鈴公園内の樹木について、指定管理者により、合計 10 本の枯損木の伐採

を行いました。 

・公園指定管理者による民間事業者ならではの創意工夫のもと、緑のオープンス

ペースとして、植栽等の管理を適切に実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組２ 森林公園、自然公園施設等における取組 

 令和６年度の取組状況   

・三重ぴよクエの森（三重県民の森）及び伊賀上野ぴよクエの森（三重県上野森

林公園）において、樹木の剪定などの維持管理を行いました。また、東海自然

歩道や伊勢志摩国立公園、吉野熊野国立公園において、施設の点検や手すり・

歩道の改修、歩道沿いの除伐などの維持管理に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芝生広場の除草作業 

（三重ぴよクエの森（三重県民の森）） 

剪定作業 

（伊賀上野ぴよクエの森（三重県上野森林公園）） 

枯損木の伐採状況（五十鈴公園） 植栽管理状況 

（ダイセーフォレストパーク（（鈴鹿青少年の森）） 
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取組３ 港湾緑地、海岸緑地等における取組 

 令和６年度の取組状況   

・三重県が管理する港湾緑地等を安心・安全に利用できるよう、清掃や植樹剪定

等を実施しました。 

・県が管理する海岸緑地について、２市町と連携し、樹木の剪定などの維持管理

を行いました。 

・県が管理する漁港緑地について、市町と連携し、樹木の剪定などの維持管理を

５箇所で行いました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

（３） 協働による公共空間の緑化の推進 

取組１ 道路・河川・海岸・都市公園美化ボランティア活動助成（推進）事業 

 令和６年度の取組状況   

 ・県が管理する道路・河川・海岸・都市公園において、5,224 人が美化ボランテ

ィア活動に参加いただき、作業に必要な物品の提供、作業中の事故に備える保

険料（傷害・賠償）等の支援を行いました。 

 ・亀山サンシャインパークにおいて、愛護会による花壇整備に関するボランティ

ア活動が展開されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアによる花壇整備 

漁港内の除伐状況 海岸緑地の清掃状況 

道路美化ボランティア活動の様子 

（亀山サンシャインパーク） 
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取組２ 除草委託事業 

 令和６年度の取組状況   

・県が管理する道路・河川・熊野灘臨海公園において、自治会委託による除草作

業を実施しました。 

 

取組３ フラワーオアシス推進事業 

 令和６年度の取組状況   

・河川敷の水辺に植栽等を行うため、８団体（延べ 723人）に対して、必要な経

費の支援を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組４ 市町への緑化支援 

 令和６年度の取組状況   

・令和６年度市町都市計画担当課長会議等において、市町に対し、公園・広場の

整備や公共空間の緑化等に活用できる国の支援制度の情報提供を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町都市計画担当課長会議の様子 支援制度の情報提供 

河川での活動の様子 
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【基本的施策２】 街路樹等の機能の発揮 

 

１  現状・課題 

○街路樹等による道路緑化は、良好な景観形成、沿道環境の保全や道路利用者の快

適性の向上等に加え、人びとに「親しみ」、「うるおい」や「やすらぎ」を与える

などの効果※があることから、道路空間や地域の魅力を高める重要な役割があり

ます。 

 

※道路緑化の効果 

＜景観向上機能＞ 
①修景、②景観統合・調和、③遮蔽、④地域への愛着醸成に分 
類される諸機能が複合的に作用することにより、道路や沿道を 
含めた地域全体における良好な景観の向上を図る。 

 
＜環境保全機能＞ 

①沿道住民が生活の場となる生活環境、②道路周辺の野生動植 
物の生息及び生育空間となる自然環境、③地球温暖化やヒート 
アイランド対策が必要となる地球環境について求められる保全 
に寄与する。 
 

＜交通安全機能＞ 
①遮光、②視線誘導、③交通分離、④指標、⑤衝撃緩和に分類 
される諸機能により、安全で円滑な道路交通の確保に寄与する。 

 
＜緑陰形成機能＞ 

樹木の樹冠が上空を覆うことによって緑陰を形成し、道路利用 
者に通行時の他にも休息や休憩等の快適な空間を提供する。 

 
＜防災機能＞ 
①道路周辺からの飛砂等による交通障害、②風雨等による侵食、 
③火災延焼、④建物倒壊を防止する。 

 

 

○街路樹においては、成長した枝葉による見通しの悪化や、雑草や落ち葉等による

歩道空間の妨げが発生しており、安全な道路交通に支障をきたしているケースも

見受けられます。 

○街路樹の機能をより効果的に発揮させるためには、路線や地域特性をふまえ、各

道路で必要とされる機能に応じて維持管理を行う必要があります。 

○特に、日常生活に最も身近なインフラである道路空間においては、良好な景観等

の形成・維持に向け、県民及び事業者等と協働した取組が必要です。 

資料：道路緑化の概要（国土交通省ウェブサイト）の掲載内容を加工 
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２  取組の方向性 

○県管理道路の街路樹が良好な景観形成や交通安全等の機能を発揮できるよう、

「三重県街路樹マネジメント方針」に基づき、その特性等に応じて適切な維持管

理を行います。 

○「三重県街路樹マネジメント方針」の取組を進めながら、適宜検証し、柔軟に見

直しを行っていきます。 

○街路樹やその周辺における良好な景観の維持のため、県民及び事業者等と協働し

た取組を推進します。 

３  具体的な取組内容 

基本的施策２の具体的な取組内容及び、取組ごとの主体と支援内容※は次のとお

りです。 

※具体的な取組のうち、県が県民・事業者へ支援しているものを、制度（情報発信や助言等を含め

た支援する仕組みがある）・人材（人材派遣・イベント開催支援等を行っている）・財政（物品の

提供等を行っている）に分類し、該当するものを「●」で表示しています。 

 

【取組ごとの主体と支援内容】 

基本的施策２ 県 
市 
町 

県 
民 
・ 
事 
業 
者 

県民・事業者への 

支援内容 

制度 人材 財政 

（１） 

街路樹等を生かし

た道路空間の魅力

向上 

取組 1 街路樹等の維持管理 ● ●     

取組２ 道路空間のグリーン化 ●      

（２） 
協働による道路空

間づくり 

取組１ 

道路・河川・海岸・都市公園

美化ボランティア活動助成

（推進）事業【再掲】 

●  ● ●  ● 

取組２ みえ花と絆のプロジェクト ●  ● ●   

取組３ 除草委託事業【再掲】 ●  ● ●  ● 

取組４ ふれあいの道事業 ●  ● ●  ● 
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（１） 街路樹等を生かした道路空間の魅力向上 

取組１ 街路樹等の維持管理 

 令和６年度の取組状況   

・県道において街路樹台帳の作成及び街路樹維持管理計画の策定を試行しまし

た。 

 

取組２ 道路空間のグリーン化 

 令和６年度の取組状況   

・県道において街路樹台帳の作成及び街路樹維持管理計画の策定を試行しまし

た。 

・雨水浸透桝、雨水浸透側溝等の整備済み箇所において、整備後の状況確認を行

いました。 

・道路の法面において、快適な道路空間が確保されるよう、地域特性に応じた緑

化に取り組みました。 

  ▷浜島阿児線(塩屋)  植生工 540㎡ 

  ▷矢口浦上里線      植生工 1,310㎡ 

  ▷四日市鈴鹿環状線(釆女北) 植生工 7,600 ㎡ 

・整備中の県道（街路）において、道路の特性等に関して所管する建設事務所と

協議を行い、必要な箇所において植樹を行う計画を検討しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市鈴鹿環状線（釆女北） 

矢口浦上里線 

浜島阿児線（塩屋） 
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（２） 協働による道路空間づくり 

取組１ 道路・河川・海岸・都市公園美化ボランティア活動助成（推進）事業【再掲】 

 令和６年度の取組状況   

・県が管理する道路・河川・海岸・都市公園において、5,224人が美化ボランテ

ィア活動に参加いただき、作業に必要な物品の提供、作業中の事故に備える保

険料（傷害・賠償）等の支援を行いました。 

・亀山サンシャインパークにおいて、愛護会による花壇整備に関するボランティ

ア活動が展開されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組２ みえ花と絆のプロジェクト 

 令和６年度の取組状況   

・県内 10建設事務所（15箇所）において、地元自治会や企業、学校等と連携し

て道路美化や花植え活動を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の皆さんと協働した花植え活動 

道路美化ボランティア活動の様子 ボランティアによる花壇整備 

（亀山サンシャインパーク） 
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取組３ 除草委託事業【再掲】 

 令和６年度の取組状況   

・県が管理する道路・河川・熊野灘臨海公園において、自治会委託による除草作

業を実施しました。 

 

取組４ ふれあいの道事業 

 令和６年度の取組状況   

・県が管理する道路において、６団体（1,654 人）が除草、清掃、植栽等の美化・

維持活動に参加され、傷害保険・賠償責任保険の加入、活動に必要な物品等の

助成を行いました。 
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【基本的施策３】 社会福祉施設等における花とみどりの活用の促進 

 

１  現状・課題 

○社会福祉施設等においては、花とみどりに接することにより、入所者等の生きが

いづくり、健康の維持及び増進、仲間づくり等、さまざまな効果が期待できます。 

○社会福祉施設等における花とみどりの活用を促進するためには、施設管理者の理

解を深める取組が必要です。 

２  取組の方向性 

〇社会福祉施設や医療提供施設において、花とみどりを通じた交流促進や花壇の設

置・樹木の植栽等による緑化を推進します。 

３  具体的な取組内容 

基本的施策３の具体的な取組内容及び、取組ごとの主体と支援内容※は次のとお

りです。 

※具体的な取組のうち、県が県民・事業者へ支援しているものを、制度（情報発信や助言等を含め

た支援する仕組みがある）・人材（人材派遣・イベント開催支援等を行っている）・財政（物品の

提供等を行っている）に分類し、該当するものを「●」で表示しています。 

 

【取組ごとの主体と支援内容】 

基本的施策３ 県 
市 
町 

県 
民 
・ 
事 
業 
者 

県民・事業者への 

支援内容 

制度 人材 財政 

（１） 

花とみどりを通じ

た交流促進と施設

の緑化推進 

取組 1 県立病院等における取組 ●  ●    

取組２ 
県立高等学校における園芸

福祉活動 
●  ●    

取組３ 
社会福祉施設等への情報提

供 
●      
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（１） 花とみどりを通じた交流促進と施設の緑化推進 

取組１ 県立病院等における取組 

 令和６年度の取組状況   

・県立病院において、良好な景観を維持するため、敷地内に植栽された樹木等に

ついて、定期的に剪定、除草を行いました。 

・こころの医療センターにおいて、デイケアプログラムとしてフラワーアレンジ

メントや農園芸活動等、花とみどりを活用する取組を実施しました。 

・一志病院において、地域の小学校の児童と敷地内の花壇に花苗を植える取組を

実施しました。 

・県立子ども心身発達医療センターにおいて、敷地内の樹木等の剪定、除草を行

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

取組２ 県立高等学校における園芸福祉活動 

 令和６年度の取組状況   

・11月 13日に相可高等学校の生徒が、園児対象に多肉植物の寄せ植え体験講座

を実施し、11月 18日に明野高等学校の生徒が園児と花壇の花植えを行いまし

た。 

 

 

 

 

 

 

取組３ 社会福祉施設等への情報提供 

 令和６年度の取組状況   

・社会福祉施設等に対して条例や基本計画を周知するとともに、活用事例の募集

や情報提供を行いました。 

 

明野高等学校の園芸福祉活動 

一志病院における地域の小学校と協働した花植え活動 
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【基本的施策４】 花とみどりの文化の振興 

 

１  現状・課題 

○近年、生活スタイルの多様化等に伴い、花を贈ったり、家に飾ったりする機会が

少なくなり、生花等の花とみどりの文化や伝統の継承が難しくなってきています。

今後は、花とみどりの文化や伝統に関する知識や意義に関する情報発信等を通じ

て、県民意識の醸成を図ることが必要です。 

２  取組の方向性 

〇街路樹文化（街路樹に親しむ活動及びその活動の文化的所産）を育むためのＰＲ

や、生花文化の継承に向けたＰＲ等を通じて、花とみどりの文化を伝えるととも

に、日常生活における花とみどりの活用を促進します。 

○花の育成方法の研修会や花とみどりの観察会等を計画し、花とみどりに関する知

識等の普及を行います。 

３  具体的な取組内容 

基本的施策４の具体的な取組内容及び、取組ごとの主体と支援内容※は次のとお

りです。 

※具体的な取組のうち、県が県民・事業者へ支援しているものを、制度（情報発信や助言等を含め

た支援する仕組みがある）・人材（人材派遣・イベント開催支援等を行っている）・財政（物品の

提供等を行っている）に分類し、該当するものを「●」で表示しています。  
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【取組ごとの主体と支援内容】 

基本的施策４ 県 
市 
町 

県 
民 
・ 
事 
業 
者 

県民・事業者への 

支援内容 

制度 人材 財政 

（１） 

日常生活における

花とみどりの活用

の促進 

取組１ 
県営都市公園における花と

みどりの文化の振興 
●      

（２） 
花とみどりに関す

る文化の紹介 

取組１ 街路樹に親しむためのＰＲ ●      

取組２ 
生花文化の振興に向けたＰ

Ｒ 
●      

取組３ 
「フラワー・ブラボー・コン

クール」のＰＲ 
●  ●  ● ● 

取組４ 
ボランティア団体の活動内

容のＰＲ 
●      

取組５ 樹木医等の活用の推進 ● ● ● ●   

（３） 
花とみどりに関す

る知識等の普及 

取組１ 春の野草ウォッチング ●      

取組２ 
各種展示・体験イベント・講

習会の開催 
●  ●  ● ● 

 

（１） 日常生活における花とみどりの活用の促進 

取組１ 県営都市公園における花とみどりの文化の振興 

 令和６年度の取組状況   

・春の都市緑化推進運動、秋の都市緑化月間に関連して、各県営都市公園におい

て、花苗や種の配布を通じた啓発活動を実施しました。また、各公園指定管理

者の自主事業として、園内植物の観察会やクラフト活動のワークショップを実

施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花苗配布（大仏山公園） 
花苗配布 

（ダイセーフォレストパーク（鈴鹿青少年の森）） 
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（２） 花とみどりに関する文化の紹介 

取組１ 街路樹に親しむためのＰＲ 

 令和６年度の取組状況   

・県内の街路樹について、「花とみどりの三重づくり県・市町担当者連絡会議」

において、情報の提供を依頼しました。 

 

取組２ 生花文化の振興に向けたＰＲ 

 令和６年度の取組状況   

・華道を含む生活文化を振興する取組の一環として、華道の作品展において、優

秀な作品に対する三重県知事賞の交付を行いました。 

 

取組３ 「フラワー・ブラボー・コンクール」のＰＲ 

 令和６年度の取組状況   

・県内小中学校に対して、広くコンクールの募集案内文書を配布するとともに、

フラワー・ブラボー・コンクール花壇講習会（７月 25 日開催、参加者 15 名）

において、過去の入賞作品等の情報を紹介しました。小中学生等を対象とした

「フラワー・ブラボー・コンクール」の募集内容や過去の入賞作品等の情報を

発信しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校花壇コンクール 

湿地観察会（ダイセーフォレストパーク（鈴鹿青少年の森）） 
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取組４ボランティア団体の活動内容のＰＲ 

 令和６年度の取組状況   

・県土整備部が管理するＳＮＳのアカウント

（Ｘ、インスタグラム）において、取組につ

いて、年間７件の投稿を行い情報発信を行い

ました。 

 

 

 

 

取組５ 樹木医等の活用の推進 

 令和６年度の取組状況   

・公益社団法人三重県緑化推進協会が一般社団法人日本樹木医会三重県支部の

協力を得て実施する緑地等適正管理事業（樹木健康診断）において、県内 17

箇所で樹木健康診断を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＮＳによる活動のＰＲ 

樹木健康診断 
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（３） 花とみどりに関する知識等の普及 

取組１ 春の野草ウォッチング 

 令和６年度の取組状況   

・４月７日に三重県立熊野少年自然の家において、施設近辺の野草を観察、採取

し、調理を行うなどの体験イベントを開催し、定員を上回る参加がありました。

親子で施設周辺の段々畑でワラビを採集し、竹林でタケノコ掘りも挑戦しまし

た。終了後のアンケートから「空気もきれいで、お天気も良く気持ちよかった

です」等の声もあり、春の一日を楽しく過ごせた様子が伺えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組２ 各種展示・体験イベント・講習会の開催 

 令和６年度の取組状況   

・花き関係者や生産者団体等と連携し、花きの消費拡大につながる効果的なイベ

ントや品評会を開催しました。 

  ▷第 39回三重県植木品評会 (10月 31日 出品数 65点) 

  ▷第 53回三重県植木まつり (11月２、３日 来場者 4,500名) 

  ▷令和６年度三重県花き品評会 (12月６日 出品数 105点) 

  ▷みえ花フェスタ 2024 (12月７、８日 来場者 4,862名） 

 

 

 

  

花とみどりを使った園芸体験教室の開催 三重県植木品評会の開催 

熊野少年自然の家の野草を活用した体験イベント 
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【基本的施策５】 花とみどりの教育等の推進 

 

１  現状・課題 

○小中学校では、花壇づくり等を通じて花育を実施しており、その発表の場として

フラワー・ブラボー・コンクールへ多くの学校が参加しています。今後も、子ど

もたちの花きに関する関心を高めるため、継続して取り組むことが必要です。 

○高等学校では、農林業や環境土木に関連する学科において、ガーデニングや栽培

技術に関する教育を行っているほか、これらの知識を生かした地域活動への参画

にも取り組んでいます。今後も、地域と連携し、ボランティア活動の充実を図る

ことが望まれます。 

２  取組の方向性 

○学校の敷地内の樹木、花への水やりなどの世話や新たな花壇づくりを通じた花育

等、花とみどりにふれあい、大切さを学ぶ活動を今後も継続できるよう、花壇の

作成方法や管理方法等に関する情報提供や技術支援等の充実を図ります。 

○学校が教育活動の一環として実施している花とみどりを通じた地域活動に対し、

継続的に活動が行える環境整備を推進します。 

３  具体的な取組内容 

基本的施策５の具体的な取組内容及び、取組ごとの主体と支援内容※は次のとお

りです。 

※具体的な取組のうち、県が県民・事業者へ支援しているものを、制度（情報発信や助言等を含め

た支援する仕組みがある）・人材（人材派遣・イベント開催支援等を行っている）・財政（物品の

提供等を行っている）に分類し、該当するものを「●」で表示しています。 
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【取組ごとの主体と支援内容】 

基本的施策５ 県 
市 
町 

県 
民 
・ 
事 
業 
者 

県民・事業者への 

支援内容 

制度 人材 財政 

（１） 
学校教育における

花とみどりの活動 

取組１ 学校における花育の取組 ●  ●  ● ● 

取組２ 
県立高等学校における花と

みどりを活用した教育 
●      

取組３ 
県立特別支援学校における

花とみどりを活用した教育 
●      

取組４ 
花とみどりを活用した教育

活動への支援 
●  ●  ●  

（２） 
花とみどりを通じ

た地域活動の取組 

取組１ 地域学校協働活動 ●  ● ● ●  

取組２ 
県立高等学校での地域にお

ける活動 
●      

 

（１） 学校教育における花とみどりの活動 

取組１ 学校における花育の取組 

 令和６年度の取組状況   

・特に優れた花壇づくりを行う小中学校を表彰する「フラワー・ブラボー・コン

クール」を実施しました。 

県内参加:67 校、地方審査(8月 21～23 日)、中央審査(9月 10～12日)、 

表彰式(11月 14日) 

・令和 6 年 7 月 25 日に開催した「三重

県学校緑化と花壇指導者講習会」で

は、寄せ植え体験を実施し、県内公立

小中学校等の花壇担当者 15 名が参加

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校花壇コンクール 
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取組２ 県立高等学校における花とみどりを活用した教育 

 令和６年度の取組状況   

・農業学科等を設置する高等学校において、生徒が園芸や林業に関する学習活動

に取り組みました。中でも、久居農林高等学校の生徒は、５月 24日と 11月１

日に七栗記念病院の庭園の管理実習を行い、四日市農芸高等学校の生徒は７月

８日と３月 24日に鈴鹿サーキットの花壇を作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組３ 県立特別支援学校における花とみどりを活用した教育 

 令和６年度の取組状況   

・「特別の教科 道徳」や「生活科」の授業に花を育てるなどの園芸活動を取り

入れることで、自然を愛する心や生命を大切にする気持ちの育成に取り組みま

した。また、「作業学習」で木の剪定作業に取り組み、景観を整えることで、

緑化・美化への意識が高まりました。 

・県立高等学校の生徒と協力して、７月と 12 月に花を植えたプランターを地域

の施設等に届ける取組を実施しました。７月には 21 名が参加し 20 個のプラ

ンターを、12 月には 20 名が参加し 25 個のプランターを設置することができ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

木の剪定作業 

 

久居農林高等学校の庭園管理実習 

プランター設置の取組 

 

四日市農芸高等学校の 

鈴鹿サーキット花壇作成 
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取組４ 花とみどりを活用した教育活動への支援 

 令和６年度の取組状況   

・令和 6 年 7 月 25 日に「フラワー・ブラボー・コンクール」に参加する県内小

中学校の教員等を対象に「三重県学校緑化と花壇指導者講習会」を開催しまし

た。講習会には 15 名が参加し、花苗の栽培方法や花壇の作成方法・管理方法

について学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 花とみどりを通じた地域活動の取組 

 令和６年度の取組状況   

取組１ 地域学校協働活動 

・地域ボランティアの方が学校と連携・協働して、花壇や学校周辺環境の整備を

行っている学校に対して、指導・助言を行いました。 

 

取組２ 県立高等学校での地域における活動 

 令和６年度の取組状況   

・６月４日に桑名工業高等学校の生徒が、七和小学校の児童、地域企業の方と合

同清掃活動を行いました。同様に多くの学校で「学校環境デー」を設定し、地

域の清掃活動を行いました。 

 

 

  

地域における美化・清掃活動 

講習会の様子 
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【基本的施策６】 花とみどりの名所づくりの推進 

 

１  現状・課題 

○都市公園や自然公園に加えて、古くからの面影を残す伊勢街道や熊野古道等、花

とみどりの名所となり得る場所について、その情報発信を行うとともに、花とみ

どりの保全・活用のための環境整備を行っていくことが必要です。 

２  取組の方向性 

○都市公園や自然公園等の花とみどりの名所となり得る場所の特色を生かした環

境整備を推進します。 

〇花とみどりの名所について、ホームページやＳＮＳ等により情報発信を行います。 

３  具体的な取組内容 

基本的施策６の具体的な取組内容及び、取組ごとの主体と支援内容※は次のとお

りです。 

※具体的な取組のうち、県が県民・事業者へ支援しているものを、制度（情報発信や助言等を含め

た支援する仕組みがある）・人材（人材派遣・イベント開催支援等を行っている）・財政（物品の

提供等を行っている）に分類し、該当するものを「●」で表示しています。 

 

【取組ごとの主体と支援内容】 

基本的施策６ 県 
市 
町 

県 
民 
・ 
事 
業 
者 

県民・事業者への 

支援内容 

制度 人材 財政 

（１） 
花とみどりの名所

づくり 

取組１ 
県営都市公園における花の

名所づくりの推進 
●  ● ●   

取組２ 
森林公園、自然公園施設等

の活用 
●  ● ●   

取組３ 
県立高等学校における名所

の環境整備 
●      

（２） 
花とみどりの名所

等の情報発信 

取組１ 花とみどりの名所のＰＲ ●      

取組２ 観光名所の情報発信 ●  ● ●   
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（１） 花とみどりの名所づくり 

取組１ 県営都市公園における花の名所づくりの推進 

 令和６年度の取組状況   

・令和５年度に植樹した桜の維持管理を指定管理者と連

携して適切に行いました。 

 

 

 

 

取組２ 森林公園、自然公園施設等の活用 

 令和６年度の取組状況   

・大杉谷登山歩道や自然公園において自然体験ツアー等の自然とふれあうイベ

ントを 28 回開催しました。また、ＳＮＳ等を活用し自然景観や歴史・文化等

の魅力発信（115 回）に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組３県立高等学校における名所の環境整備 

 令和６年度の取組状況   

・６月 13日に、「西沢のノハナショウブ群落」において、伊賀白鳳高等学校の生

徒が地元小学生にノハナショウブについて特徴や管理方法等の説明を行うと

ともに、観察会を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

伊賀白鳳高等学校の生徒による「ノハナショウブ群落」での説明 

植樹体験 森林ウォーキング 

植樹した桜 
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（２） 花とみどりの名所等の情報発信 

 令和６年度の取組状況   

取組１ 花とみどりの名所のＰＲ 

・県土整備部が管理するＳＮＳのアカウント（Ｘ、インスタグラム）において、

取組について、年間 11件の投稿を行い情報発信を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組２ 観光名所の情報発信 

 令和６年度の取組状況   

・三重県観光連盟では、年に４回季刊紙「観光三重」を発行するとともに、観光

三重のホームページで三重の観光スポットなどを紹介する中で、花とみどりの

名所に関連する観光スポットなどについても紹介しました。 

 

  

ＳＮＳによる情報発信 

季刊紙「観光三重」春号「みえで花さんぽ♪」 
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【基本的施策７】 人材育成等 

 

１  現状・課題 

○県では、平成 29（2017）年 3月に「三重県花き花木振興計画」を策定し、生産体

制の強化、生産者の育成及び消費の拡大の取組を進めています。また、農業大学

校や農業学科等を設置する高等学校において、花き生産者の育成に向けた教育を

行っています。今後も、最新の技術、知識等の習得支援や、花きの生産・流通・

販売等の課題の把握、改善に努める必要があります。 

２  取組の方向性 

○花き生産者や街路樹の剪定等に専門的な知識を有する者等、花とみどりの活用の

推進に寄与する人材を育成できる環境整備を推進します。 

○花き生産者、花き市場関係者、造園建設業者等、花とみどりの活用の推進に寄与

する者に対して、技術支援や経営指導等の支援を行います。 

３  具体的な取組内容 

基本的施策７の具体的な取組内容及び、取組ごとの主体と支援内容※は次のとお

りです。 

※具体的な取組のうち、県が県民・事業者へ支援しているものを、制度（情報発信や助言等を含め

た支援する仕組みがある）・人材（人材派遣・イベント開催支援等を行っている）・財政（物品の

提供等を行っている）に分類し、該当するものを「●」で表示しています。 
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【取組ごとの主体と支援内容】 

基本的施策７ 県 
市 
町 

県 
民 
・ 
事 
業 
者 

県民・事業者への 

支援内容 

制度 人材 財政 

（１） 人材の育成・確保 

取組１ 花き生産者の育成・支援 ●  ●  ●  

取組２ 

県立高等学校における造

園・園芸に関する国家資格

の取得 

●      

取組３ 
「街路樹剪定士」資格の活

用検討 
●      

（２） 産業への支援 

取組１ 
花き栽培や物流に関する実

証試験の実施 
●  ●  ●  

取組２ 県産花きの生産技術の向上 ●  ●  ● ● 

取組３ 花き生産者への支援 ●  ●  ●  

 

（１） 人材の育成・確保 

取組１ 花き生産者の育成・支援 

 令和６年度の取組状況   

・農業大学校の花き専攻コースの学生（２年課程２年生４人、１年生４人）に対

し、花き経営に必要な技術や知識を習得できるよう、実践的な教育を行いまし

た。 

・花き分野での新規就農希望者に対し、関係市町等と連携し、就農相談等の対応

を行いました（Ｒ６年度対応４名、うち新規就農２名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
シクラメンのポット上げ作業 シクラメンの採種作業 
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取組２ 県立高等学校における造園・園芸に関する国家資格の取得 

 令和６年度の取組状況   

・四日市農芸高等学校、久居農林高等学校の生徒が造園技能士２級に計 16 人、

フラワー装飾技能士３級に計６人合格しました。 

 

取組３ 「街路樹剪定士」資格の活用検討 

 令和６年度の取組状況   

・「花とみどりの三重づくり県・市町担当者連絡会議」において、「街路樹剪定士」

等の専門資格について情報提供しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 産業への支援 

取組１ 花き栽培や物流に関する実証試験の実施 

 令和６年度の取組状況   

・国庫補助事業を活用し、生産・流通に関する課題解決に向けた実証試験に取り

組みました。 

▷共通規格台車を活用した輸送効率化実証（生産者８名参加） 

▷鉢花出荷準備時のアシストスーツ利用による作業労力軽減効果の実証（１試験） 

  ▷難防除病害虫の効果的防除法確立のための実証（３試験） 

▷花木の安定生産に資する植物重量計測・かん水制御システムの実証（１試験） 

▷ホームユース需要が高い難発根性のオリーブにおける増殖技術の実証（1試験） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「街路樹剪定士」の情報提供 

鉢花出荷準備時のアシストスーツ利用による 

作業労力軽減効果の実証試験 

共通規格台車を活用した 

輸送効率化実証試験 
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取組２ 県産花きの生産技術の向上 

 令和６年度の取組状況   

・各生産者団体が実施する品評会での審査に協力しました。 

▷鈴鹿花き温室組合品評会（12月９日 出品数 19点） 

▷桑名市温室園芸組合品評会（12月 11日 出品数 12点） 

▷ＪＡ伊勢花き品評会（12月 14日 出品数 51点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組３ 花き生産者への支援 

 令和６年度の取組状況   

・産地の認知度向上に向け、11月 16日に四日市市で買参人を対象とした展示商

談会を開催しました（来場者 45 名、県内生産者 26 名）。また、持続可能な花

きの輸送体制の確立に向け、共通規格台車を生産者が共同利用することで輸送

コストの削減につなげる実証など（生産者 10名）に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿花き温室組合品評会 ＪＡ伊勢花き品評会 

産地の認知度向上に向けたＰＲ活動 
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【基本的施策８】 情報収集等 

 

１  現状・課題 

○中央農業改良普及センターや農業研究所においては、花きの生産性や品質の向上

に資する技術や情報の提供、研究に努めています。社会的ニーズや課題の把握に

努め、新たな品種、商品等の開発を進める必要があります。 

２ 取組の方向性 

○花とみどりの活用の推進を専門的知見に基づき効果的に実施するために必要な

情報の収集及び提供、調査研究を推進します。 

３ 具体的な取組内容 

基本的施策８の具体的な取組内容及び、取組ごとの主体と支援内容※は次のとお

りです。 

※具体的な取組のうち、県が県民・事業者へ支援しているものを、制度（情報発信や助言等を含め

た支援する仕組みがある）・人材（人材派遣・イベント開催支援等を行っている）・財政（物品の

提供等を行っている）に分類し、該当するものを「●」で表示しています。 

 

【取組ごとの主体と支援内容】 

基本的施策８ 県 
市 
町 

県 
民 
・ 
事 
業 
者 

県民・事業者への 

支援内容 

制度 人材 財政 

（１） 

専門的な情報の提

供や調査研究の推

進 

取組 1 花を活用した活動への支援 ● ● ●  ● ● 

取組２ 花き生産者への支援 ●  ●  ●  

取組３ 
三重県ホームページ「花と

みどりの情報」の充実 
●      

取組４ 調査研究の実施 ●  ●  ●  
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（１） 専門的な情報の提供や調査研究の推進 

取組１ 花を活用した活動への支援 

 令和６年度の取組状況   

・市町や生産者団体が実施するイベント（第 48回鈴鹿市植木まつり、第 53回三

重県植木まつり、品評会９回、みえ花フェスタ 2024）において、運営支援や審

査を行いました。また、第 53回三重県植木まつりでは緑育体験の一環として、

盆栽体験の開催を支援しました（参加 60組）。 

・市町や生産者団体が実施するイベント（植木まつり、品評会・即売会等）にお

いて、運営者に必要な情報提供を行うほか、現地での指導や助言を行いました

（指導・助言回数５回）。 

 

 

 

 

 

 

 

取組２ 花き生産者への支援 

 令和６年度の取組状況   

・花き栽培の技術相談について、24 件（虫害 10 件、病害６件、土壌および生理

障害６件、その他２件）の問い合わせに対応しました。また、農業大学校の講

義（園芸概論）において研究成果の紹介や技術指導を行いました（５月 10日）。 

・花き花木の生産面における課題解決を図るため、国庫補助事業を活用した実証

試験に取り組みました。 

▷ホームユース需要が高い難発根性のオリーブにおける増殖技術の実証 

▷難防除病害虫の効果的防除法確立のための実証 

 

 

 

 

 

 

 

 

花き栽培の技術相談への対応 

みえ花フェスタにおける花き産地のＰＲ 
三重県植木品評会での審査 
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取組３ 三重県ホームページ「花とみどりの情報」の充実 

 令和６年度の取組状況   

・「花とみどりの日」記念イベントの開催や「みえ花と絆のプロジェクト」花植え

活動等の取組事例や成果をホームページで情報発信（20回）しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組４ 調査研究の実施 

 令和６年度の取組状況   

・難発根性のオリーブにおいて発根率を向上させるための穂木の調製方法を解明

し、指導者向けの技術マニュアルとして配布しました。 

・ホームユース需要に対応した処分の簡易な鉢花用の有機質培土を開発し、花苗

やシクラメンへの適応を確認しました。 

・キク栽培におけるハスモンヨトウ防除のために、農薬登録の適用拡大に向け殺

虫剤の新しい処理方法を検証し、実用性が高いことを確認しました。 

  

難発根性のオリーブの増殖試験 

県ホームページによる情報発信 
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【基本的施策９】 県民及び事業者の理解の増進等 

 

１  現状・課題 

○県は、「花とみどりの日」や花きの消費拡大等のイベントを開催し、県民の花とみ

どりの活用に関する意識の向上に努めています。今後も、イベント等の開催を継

続するとともに、花とみどりの効用や活用の意義をわかりやすく、より多くの人

に伝えることが必要です。 

２  取組の方向性 

○花とみどりの効用や活用の意義を広めるためのイベントの開催や、活用事例等に

関する情報を広く発信し、花とみどりの効用に対する理解を深め、その活用に対

する気運の醸成を図ります。 

○県民及び事業者等に対し、本条例の周知を行うとともに、花とみどりの活用に関

する計画や制度を通じて理解の増進を図ります。 

３  具体的な取組内容 

基本的施策９の具体的な取組内容及び、取組ごとの主体と支援内容※は次のとお

りです。 

※具体的な取組のうち、県が県民・事業者へ支援しているものを、制度（情報発信や助言等を含め

た支援する仕組みがある）・人材（人材派遣・イベント開催支援等を行っている）・財政（物品の

提供等を行っている）に分類し、該当するものを「●」で表示しています。 
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【取組ごとの主体と支援内容】 

基本的施策９ 県 
市 
町 

県 
民 
・ 
事 
業 
者 

県民・事業者への 

支援内容 

制度 人材 財政 

（１） 
イベントの開催や

情報発信 

取組１ 

「花とみどりの日」「街路樹

の日」におけるイベントの

開催 

●      

取組２ 消費拡大イベントの開催 ●  ●  ●  

取組３ 
森林公園でのイベント等の

開催 
●  ● ●   

取組４ 
生産者団体が開催する消費

拡大イベントの開催支援 
●  ●  ●  

取組５ 
「国土緑化運動・育樹運動

ポスター原画募集」の実施 
●  ● ●   

取組６ 
ＳＮＳを活用した花植え活

動等の情報発信 
●      

取組７ 
緑化苗木寄贈に係る情報提

供 
●  ● ●   

取組８ 
健康増進につながる情報提

供 
●      

（２） 

条例の周知と活用

するための仕組み

づくり 

取組１ 
気運醸成に向けた条例の周

知 
●      

取組２ 
「緑の募金」の普及啓発活

動 
●  ● ●   

取組３ 
「三重県広域緑地計画」に

よる緑地保全の取組 
● ●     

取組４ 
「三重県景観計画」に基づ

く緑化の推奨 
● ●     

取組５ 

「みえ森と緑の県民税市町

交付金」を活用したみどり

を守る取組 

● ●     

取組６ 

農業・農村の有する多面的

機能の維持・発揮に向けた

景観形成活動 

● ● ● ●  ● 
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（１） イベントの開催や情報発信 

取組１ 「花とみどりの日」「街路樹の日」におけるイベントの開催 

 令和６年度の取組状況   

・「第 48 回鈴鹿市植木まつり」（来場者約 8,800 名）の各種イベントと合わせ、

４月 12 日から 15 日の４日間、鈴鹿市フラワーパークにおいて、「花とみどり

の日記念イベント」を開催しました。 

・「みえ花と絆のプロジェクト」等と連携して「三重県街路樹の日」をＰＲしまし

た。また、「第 53 回三重県植木まつり」会場にブース出展し、「三重県街路樹

の日」をＰＲしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組２ 消費拡大イベントの開催 

 令和６年度の取組状況   

・県内の商業施設等において、県産の花とみどりのＰＲ展示や園芸体験教室を開

催するとともに、花とみどりの魅力を発信する動画を制作し、情報発信にも取

り組みました。 

  ▷県産の花とみどりでおもてなしウィークの開催 ２回 

  ▷県内商業施設等での飾花展示 ６ヵ所 

  ▷園芸体験教室の開催 ６回 

  ▷県産の花とみどりのプレゼントキャンぺーン １回 

  ▷県産の花とみどりのＰＲ動画作成 ３タイプ 

花とみどりの日記念イベント 

みえ花と絆のプロジェクト 
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取組３ 森林公園でのイベント等の開催 

 令和６年度の取組状況   

・みどりの効用を体感できる自然体験型のイベントを三重ぴよクエの森（三重県

民の森）で 139回、伊賀上野ぴよクエの森（三重県上野森林公園）で 112回実

施し、利用者の増進を図りました。また、季節のトピックスやイベント結果な

どについてＳＮＳを活用した情報発信を行い、利用者の増進につなげました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組４ 生産者団体が開催する消費拡大イベントの開催支援 

 令和６年度の取組状況   

・花き生産者団体が主催する下記イベントの運営を支援しました。 

  ▷第 48回鈴鹿市植木まつり （4月 12～15日開催 来場者 8,800 名） 

 ▷第 53回三重県植木まつり （11月２、３日開催 来場者 4,500 名） 

 ▷みえ花フェスタ 2024 （12月７、８日開催 来場者 4,862名） 

 

 

 

商業施設等での県産花きのＰＲ展示 

森林公園における森林教育 
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取組５ 「国土緑化運動・育樹運動ポスター原画募集」の実施 

 令和６年度の取組状況   

・森林づくりや緑とのふれあい等を表現するポスター原画の制作を通じ、次代を

担う子どもたちに森林や樹木の大切さを知ってもらうことを目的として、小学

生から高校生を対象にポスターコンクールを実施しました（応募数：小・中学

校 43校、317人）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組６ ＳＮＳを活用した花植え活動等の情報発信 

 令和６年度の取組状況   

・県土整備部が管理するＳＮＳのアカウント（Ｘ、インスタグラム）において、

取組について、年間 14件の投稿を行い情報発信を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生の部特選作品 中学生の部特選作品 

ＳＮＳを活用した情報発信 

入賞作品展示 
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取組７ 緑化苗木寄贈に係る情報提供 

 令和６年度の取組状況   

・民間事業者や公益財団法人が実施した、さくらや広葉樹の苗木寄贈事業にかか

る募集案内の際に、県・市町及び関係団体等を通じて周知を行い、情報提供に

協力しました。（１社、２法人延べ５回） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

取組８ 健康増進につながる情報提供 

 令和６年度の取組状況   

・三重とこわか健康経営カンパニー2024（ホワイトみえ）認定企業 289 社へのメ

ルマガを活用し、花とみどりに関する情報提供を行い、さまざまな社会活動へ

の参加を促進しました。また、令和６年 11 月に開催した「みえの食フォーラ

ム」参加者に、花とみどりに関する啓発物品を約 300部配布し、周知・啓発を

行いました。 

   

（２） 条例の周知と活用するための仕組みづくり 

取組１ 気運醸成に向けた条例の周知 

 令和６年度の取組状況   

・条例の周知を図るために作成したポ

スター・のぼり旗等について、県庁舎

や都市公園等に掲示・設置するととも

に、「みえ花と絆のプロジェクト」等の

花とみどりを活用した取組と連携し、

条例の周知及び気運醸成を図りまし

た。 

 

 

 

「ふれあいグリーンキャンペーン」の様子 

みえ花と絆のプロジェクトでの活用 
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取組２ 「緑の募金」の普及啓発活動 

 令和６年度の取組状況   

・「緑の募金」強調月間（４月 15 日から５月 14 日）に合わせて、県内９箇所に

おいて街頭キャンペーンを実施し、県民への普及啓発に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組３ 「三重県広域緑地計画」による緑地保全の取組 

 令和６年度の取組状況   

・国の動向を注視しつつ、「三重県広域緑地計画」の改定に向けてた準備を進め

ました。また、市町に対しては、市町都市計画担当課長会議の場において、法

改正の説明や「緑の基本計画」の策定を促しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組４ 「三重県景観計画」に基づく緑化の推奨 

 令和６年度の取組状況   

・建築物の新築や開発行為等、届出・通知が必要となる行為を行おうとする者に

対し、「三重県景観計画」の景観形成基準に基づき、行為地内での緑化を求めま

した。 

 

街頭募金の様子 

市町都市計画担当課長会議の様子 
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取組５ 「みえ森と緑の県民税市町交付金」を活用したみどりを守る取組 

 令和６年度の取組状況   

・市町が、みえ森と緑の県民税市町交付金事業を活用して取り組む、古木や桜並

木の保全などの身近な緑を守るための取組を 10件支援しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組６ 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮に向けた景観形成活動 

 令和６年度の取組状況   

・農地等の地域資源の適切な保全管理や農村環境の保全を図る活動を推進するた

め、216 組織がため池等の草刈りや水路沿いへの植栽活動等を実施し、それら

地域の共同活動に係る支援を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ため池法面の草刈り作業 
水路沿いの植栽活動 

桜並木の保全、樹幹注入 
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【基本的施策１０】 顕彰 

 

１  現状・課題 

○緑化活動や美化活動に功績のあった個人、団体に対して、国や県の表彰制度に基

づき、その活動を称え、感謝状の贈呈等を行っています。今後も、花とみどりの

活用の推進のきっかけづくりとなるよう表彰結果を広く周知するとともに、表彰

制度等の充実の検討が必要です。 

２  取組の方向性 

○花とみどりの活用に積極的に取り組む県民及び事業者等の活動をたたえる制度

の充実を図り、さまざまな活動の成果を発表するコンクール等の開催を検討しま

す。 

３  具体的な取組内容 

基本的施策 10の具体的な取組内容及び、取組ごとの主体と支援内容※は次のとお

りです。 

※具体的な取組のうち、県が県民・事業者へ支援しているものを、制度（情報発信や助言等を含め

た支援する仕組みがある）・人材（人材派遣・イベント開催支援等を行っている）・財政（物品の

提供等を行っている）に分類し、該当するものを「●」で表示しています。 

 

【取組ごとの主体と支援内容】 

基本的施策 10 県 
市 
町 

県 
民 
・ 
事 
業 
者 

県民・事業者への 

支援内容 

制度 人材 財政 

（１） 
表彰・コンクール

の開催 

取組１ 
「フラワー・ブラボー・コン

クール」の開催 
●  ●  ● ● 

取組２ 花き品評会の開催 ●  ●  ● ● 

取組３ 

地域で積極的に緑化活動の

推進等に尽力した方への表

彰 

●      
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（１） 表彰・コンクールの開催 

 令和６年度の取組状況   

取組１ 「フラワー・ブラボー・コンクール」の開催 

・地方審査（8月 21～23日）、中央審査（9月 10～12日）を実施しました。また、

11月 14日に表彰式を開催し、受賞校（10 校）の表彰を行い、ホームページ等

で受賞校の取組を広く紹介しました。 

・「フラワー・ブラボー・コンクール」を実施し、学校環境の美化及び児童生徒の

情操教育につながる取組を行いました。

また、併せて実施した学校花壇設計図コ

ンクールには２校、花と私の作文コンク

ールには３名、私たちの学校花壇を描い

た写生コンクールには３名の参加があり

ました。 

 

取組２ 花き品評会の開催 

 令和６年度の取組状況   

・「令和６年度三重県花き品評会」を開催し、品評会の受賞作品を消費イベント

（みえ花フェスタ 2024）において広く来場者に発信しました。 

  ▷令和６年度三重県花き品評会（12月６日 出品数 105点） 

  ▷みえ花フェスタ 2024（12月７、８日 来場者 4,862名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組３ 地域で積極的に緑化活動の推進等に尽力した方への表彰 

 令和６年度の取組状況   

・７名の方々を県民功労者として表彰しましたが、「地域で積極的に緑化活動の

推進や環境美化活動に永年尽力した方」の受章はありませんでした。 

 

フラワー・ブラボー・コンクール三重県大賞 

花き品評会 花き品評会入賞作品 
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第３章  目標の進捗状況 

１  目標の設定 

基本方針に基づき、条例でめざす姿が実現された状態を見据えつつ、取組の視点

ごとに目標を設定します。 

目標は、各基本的施策の具体的な取組から、重要と考える項目を抽出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めざす姿 花とみどりで優しさあふれる健やかなふるさと三重 

花とみどりあふれる未来に向けた土台づくり 

～多くの県民が花とみどりが活用された 

         まちづくりを実感するために～ 

Ｒ６～Ｒ９ 

基本方針 

  

目標 

（２項目） 

 

目標 

（５項目） 

目標 

（７項目） 

県有施設等での活用 文化振興 

街路樹等の機能発揮 教育等の推進 

人材育成等 顕 彰 

情報収集等 

社会福祉施設等での活用 理解の増進等 名所づくりの推進 

基本的施策 
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２  目標の進捗状況 

※複数の視点に関連する目標は、主たる視点に掲載し、再掲を省略しています。 

 

花とみどりを「知る」 

目標項目 

Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 
Ｒ９ 

目標値 目標値 目標達 

成状況 

目標値 目標値 

実績値 実績値 実績値 

県のホームページ「花とみ

どりの情報」を通じた情報

発信の回数 

１回／月 

167% 

１回／月 １回／月 

１回／月 

１～５回／月 

（20回／年） 
－ － 

   

条例の内容を周知するた

めの啓発物品等の作成 

２コンテンツ 

／年 
250% 

２コンテンツ 

／年 

２コンテンツ 

／年 ２コンテンツ 

／年 ５コンテンツ 

／年 
－ － 

 ― ― 

花とみどりの効用の周知

や花とみどりに触れる機

会創出のためのイベント・

講習会の実施回数 

５回／年 

160% 

５回／年 ５回／年 

５回／年 

８回／年 － － 

   

農業大学校における花き

専攻コース受講生の花き

生産・流通・販売業への就

職率 

 

50％ 

80% 

50％ 50％ 

50％ 

40％ － － 

 ― ― 

花とみどりの産地の認知

度向上につながる取組を

行った生産者数 

 

36戸 

97% 

38戸 40 戸 

40 戸 

35戸 － － 
 ― ― 

花き生産者への生育診断・

技術支援実施回数 

12回／年 

200% 

12 回／年 12 回／年 

12 回／年 

24回／年 － － 
 ― ― 

花とみどりに関する専門

的知見蓄積のための調査

研究課題数 

３課題／

年 
100% 

３課題／

年 

３課題／

年 ３課題／

年 
３課題／

年 
－ － 

 ― ― 

現状値(Ｒ４)：40％ 
 

現状値(Ｒ４)：30 戸 
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※複数の視点に関連する目標は、主たる視点に掲載し、再掲を省略しています。 

 

 

花とみどりを「魅せる」 

目標項目 

Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 
Ｒ９ 

目標値 
目標値 目標達成

状況 

目標値 目標値 

実績値 実績値 実績値 

花とみどりを活用した取

組を行う県本庁舎・地域

庁舎数 

全庁舎で実施 

／年 

100% 

全庁舎で実施 

／年 

全庁舎で実施 

／年 
全庁舎で実施 

／年 
全庁舎で実施 

／年 
－ － 

―   

管理目標樹形を設定する

街路樹の割合 

 

※令和 12（2030）年までに管理目標

樹形を 100％設定することを目標と

し、令和９（2027）年は中間値の

65％を設定。 

健全度診断

の準備 

100% 

健全度診断 

の実施 
30％ 

65％ 

健全度診断

の準備 
－ － 

―   

指定管理者制度を導入し

ている県営都市公園での

花とみどりに触れること

のできるイベント実施回

数 

１回／年 

200% 

１回／年 １回／年 

１回／年 

各公園 2回

／年 
－ － 

   

指定管理者制度を導入し

ている県営森林公園での

花とみどりに触れること

のできるイベント実施回

数 

24回／年 

521% 

24 回／年 24 回／年 

24 回／年 

125 回／年 

※２施設の

平均 

－ － 

   

花とみどりの名所に関す

る情報発信のための季刊

紙「観光三重」の活用回

数 

４回／年 

100% 

４回／年 ４回／年 

４回／年 

４回／年 － － 

  ― 

現状値：― 
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※複数の視点に関連する目標は、主たる視点に掲載し、再掲を省略しています。 

 

３  令和６年度評価 

（１）花とみどりを「知る」目標項目 

・県のホームページでの情報発信や条例周知ための啓発グッズの作成、花とみど

りのイベント・講習会開催、花き分野での就農支援、認知度向上につながる取

組を行った生産者に対する支援、花き生産者への技術相談、花き振興につなが

る調査研究に取り組んだ結果、花き分野での求人が少なかったこと等の影響か

ら、７つの目標項目のうち２つの項目については、達成できませんでした。引

き続き、花とみどりに関する情報発信やイベントをとおして、「知る」機会を創

出します。 

（２）花とみどりを「魅せる」目標項目 

・県庁舎等での取組や街路樹マネジメント方針に基づく取組、県営の都市公園や

森林公園でのイベント、花とみどりの名所に関する情報発信を行った結果、５

つの目標項目については、すべて達成しました。引き続き、花とみどりを公共

空間等に取り入れ、県民に「魅せる」施策を推進します。 

（３）花とみどりを「つなぐ」目標項目 

・道路、河川等での緑化活動や「花や絆のプロジェクト」による花植え活動に取

り組んだ結果、２つの目標項目については、すべて達成しました。引き続き、

さまざまな支援をとおして、県、国、市町、県民及び事業者等が相互に連携し、

多様な主体を「つなぐ」施策を推進します。  

花とみどりで「つなぐ」 

目標項目 

Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 
Ｒ９ 

目標値 
目標値 目標達成

状況 

目標値 目標値 

実績値 実績値 実績値 

地域づくりにつなげるた

めの道路、河川等のイン

フラを舞台とした緑化活

動への参加人数 

 

4,600人/

年 

114% 

4,700 人

/年 

4,800人/

年 

4,900 人/年 

5,224人/

年 
－ － 

―   

地域づくりにつなげるた

めの「花と絆のプロジェク

ト」による花植え活動の実

施箇所数 

10箇所／

年 
150% 

10箇所

／年 

10箇所／

年 

10箇所／年 

15箇所／

年 
－ － 

―   

 
現状値 ： 4,300 人/年 

(Ｈ31～Ｒ３の平均値) 
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４  計画の推進体制 

（１）花とみどりの三重づくり推進会議 

花とみどりの活用を推進するために必要な事項を調査・審議するため、条例第 20

条に基づき、関係行政機関の職員、学識経験のある者、花とみどりの活用の推進に

関する事業者等で構成される「花とみどりの三重づくり推進会議」（以下「推進会

議」という。）を設置しています。 

また、推進会議で基本計画の進捗状況や課題について審議します。 

 

（２）庁内会議等 

庁内会議等で、基本計画の進捗状況の把握や全庁的に取り組むべき課題について

協議を行い、花とみどりの活用の総合的な推進を図っていきます。 

 

５  各主体の役割 

花とみどりの活用の推進を図るためには、県が牽引役となり、市町、県民及び事

業者が、それぞれの役割に応じて、主体的かつ積極的に取組を進めるとともに、連

携・協働のもと、花とみどりに関するさまざまな活動に取り組むことが必要です。 

本計画の推進に向け、それぞれの主体に期待する役割を以下に示します。 

 

（１） 県の役割 

県は、県有施設や県が管理する道路等の公共用財産の緑化・美化を積極的に進め

るほか、花とみどりに関する情報の発信、緑化・美化活動への支援等を行い、県民

及び事業者等と協働で花とみどりの活用に取り組みます。 

また、市町が実施する花とみどりの活用を推進する取組と連携し、その活動を支

援します。 

さらに、花とみどりの活用の推進に関する施策を調査・審議するための推進会議

を設置・運営し、花とみどりの活用を総合的かつ計画的に推進します。 

なお、取組の実施にあたっては、環境や生態系に配慮した緑化や、県内の事業者

が生産する花とみどりの調達に努めるとともに、市町、県民及び事業者に対しては、

県内の事業者が生産する花とみどりの活用が進むよう、県内の花とみどりの購入に

係る情報の提供を行います。 
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（２） 市町の役割 

市町は、住民に身近な基礎自治体として、まちづくり等において、花とみどりの

活用の推進に大きな役割が期待されています。 

そのため、地域の特性に応じ、市町が管理する施設や道路等の緑化・美化を進め

るなど、県と市町が協働して、花とみどりの活用の積極的な推進が望まれます。 

 

（３） 県民及び事業者の役割 

県民及び事業者は、花とみどりの活用の意義について理解を深めるとともに、家

庭や職場で花を飾ることや管理する敷地内への花壇の整備をはじめ、日常生活や事

業活動を通じた積極的な花とみどりの活用が期待されています。 

また、花とみどりに関する県の施策への協力や、地域で行われる花植えまたは除

草等の作業への積極的な参加が望まれます。 

一方で、花き生産者や造園建設業者等の花とみどりの活用の推進に寄与する事業

者は、花とみどりのまちづくりが住民の暮らしと結びついて各地域で展開されるよ

う、県や市町と協働して、花とみどりの活用の推進に積極的に取り組むことが求め

られています。 
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【各主体の連携・協働イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  計画の進捗管理 

本計画により、花とみどりを活用した県の取組内容や、その取組ごとの主体と支

援内容について整理ができたため、ＰＤＣＡ（計画・実施・評価・改善）サイクル

に基づき、適切に進捗管理を行い、各施策の取組を推進します。 

毎年度の進捗状況を、推進会議で調査・審議し、その結果を踏まえて、よりよい

取組になるよう内容を改善していくとともに、必要に応じて新たな取組を検討しま

す。 

なお、取組の効果検証の参考とするため、アンケート調査等により、県民の花と

みどりに対する意識の変化等の把握に努めます。 

取組の進捗状況については、毎年度、年次報告として取りまとめ、条例第 19 条

第８項の規定に基づき、県議会に報告するとともに、ホームページ等を通じ、その

内容を公表します。 

 

 
○家庭や職場で花を飾る 

○花壇の整備 

○地域の花植えへの参加 

など 

○管理施設の緑化・美化 

〇緑化・美化活動への支援 

○情報の発信 

など 

県民 

事業者 
県 

連携・協働 

支援・啓発 

調査・審議 

推進会議 

取組 

市町 

連携・協働 

取組 

支援 
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本計画の推進のため、基本方針である「花とみどりあふれる未来に向けた土台づ

くり」に向けて、市町、県民及び事業者の花とみどりの活用の推進に関する理解増

進や気運醸成を図りつつ、各主体の連携・協働による取組につなげていくことが重

要です。 

まずは、計画期間の４年間で、普及啓発に注力して取組を行いながら、市町、県

民及び事業者と連携・協働を進める中で、花とみどりに関連した特色あるそれぞれ

の取組状況を把握し、次期計画に必要な取組を位置付けられるよう検討します。 

 

【進捗管理のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進会議 

 
取組状況の 

取りまとめ 

県議会 

報告 

 
次期計画 

の策定 Ｐ 
 

取組の実施 Ｄ 
 

計画の 

見直し検討 Ａ 

Ｃ 

 取組内容 

の決定 Ｐ 

 取組内容 

の改善 Ａ 

 取組状況の 

把握・評価 Ｃ 

調査・審議 

  

４年間のフロー １年間のフロー 

調査 

・審議 
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【進捗管理スケジュール】 

 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

１年目 

（令和６年度） 
       

 

 

 

 

 

    

２年目 

（令和７年度） 
            

３年目 

（令和８年度） 
            

４年目 

（令和９年度） 
            

 

 

取組の実施 

 

取組の実施 

 

取組の実施 

 

取組の実施 

 

次期計画の策定 

 

県議会への報告 

県ホームページ公表 
 

取組状況の 
把握・評価 

 

取組状況の 
把握・評価 
取りまとめ 

 

取組状況の 
把握・評価 

県議会への報告 

県ホームページ公表 
 

県議会への報告 

県ホームページ公表 
 

取組内容 
の改善 

計画（P） 改善（A） 評価（C） 実施（D） 

取組状況の 
把握 

計画の見直し検討 

取組内容 
の決定 

取組内容 
の改善 

取組内容 
の決定 

取組内容 
の改善 

取組内容 
の決定 

県議会への報告 

県ホームページ公表 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

花とみどりの三重づくり条例 

（令和五年三重県条例第二十六号） 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第二章 基本理念（第三条―第五条） 

第三章 県の責務等（第六条―第八条） 

第四章 基本的施策（第九条―第十八条） 

第五章 基本計画（第十九条） 

第六章 花とみどりの三重づくり推進会議（第二十条・第二十一条） 

第七章 施策の推進（第二十二条―第二十四条） 

附則 

 

花壇の花、街路樹をはじめとする花とみどりには、人を癒やす効用、良好な景観の

形成に資する効用等がある。そのため、古来より街道に松、桜等の並木が整備された

り、生花が親しまれたりするなど、それぞれの地域に根ざす花とみどりを活用したま

ちづくりが行われるとともに、文化も伝承され、また、創出されてきた。 

現代においても、花とみどりは多岐にわたり活用されており、例えば、社会福祉施

設等での花とみどりの活用、訪れた人がその地域に親しみを覚える端緒となるような

花とみどりの活用といったように様々な場面において花とみどりを活用することが

注目されている。 

また、花とみどりの活用が多様な主体の連携協力の下で行われることは、地域社会

の絆の形成、維持及び強化に資することも期待される。 

しかし、現在の三重県においては、花とみどりが十分に活用されているとは言い難

い。管理の効率化、道路空間の安全確保や地域の声への対応として強度に剪定され、

又は伐採される街路樹が散見されるとともに、生活環境の変化等により、花を飾る習

慣も失われつつある。 

このような中、花とみどりの活用の意義を改めて認識し、多様な主体の連携協力の

下、県有施設等における花とみどりの活用、街路樹等の機能の発揮、花とみどりの文

化の振興等に積極的に取り組むことで、県民生活における花とみどりの活用を推進す

ることが求められる。 

ここに、我々は、県を挙げて花とみどりの活用の推進を図ることで、花とみどりで

優しさあふれる健やかなふるさと三重を実現することを目指し、この条例を制定する。 

 



 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、花とみどりの活用の推進に関し、基本理念を定め、及び県の責

務等を明らかにするとともに、花とみどりの活用の推進に関する基本的施策等を定

めることにより、多様な主体の連携協力の下、花とみどりの活用の推進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、もって個性豊かで活力ある地域社会及び心豊かな

県民生活の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

一 花とみどり 観賞の用に供される植物及び街路樹等をいう。 

二 街路樹等 街路樹その他の良好な景観の形成に資する植物をいう。 

 

第二章 基本理念 

（多様な主体の連携協力） 

第三条 花とみどりの活用の推進に当たっては、県、国、市町、県民及び事業者等の

多様な主体が相互に連携し、及び協力して効果的に行われるよう努めなければなら

ない。 

（県民及び事業者の意識の高揚等） 

第四条 花とみどりの活用の推進に当たっては、県民及び事業者の意識の高揚を図り

つつ、自発的な活動が促進されるよう努めなければならない。 

（花とみどりの効用等の有効活用） 

第五条 花とみどりの活用の推進に当たっては、花とみどりの人を癒やす効用、良好

な景観の形成の機能等を生かして行われるよう努めなければならない。 

 

第三章 県の責務等 

（県の責務） 

第六条 県は、前章の基本理念（以下この章において単に「基本理念」という。）にの

っとり、花とみどりの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び

実施する責務を有する。 

２ 県は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、国、県民及び事業者との協働に

努めるものとする。 

３ 県は、第一項の施策の策定及び実施に当たっては、可能な限り、県内の事業者が

生産する花とみどりを活用するよう努めるものとする。 

 



 

 

（県民及び事業者の役割） 

第七条 県民及び事業者は、基本理念にのっとり、花とみどりの活用の意義について

理解を深め、その日常生活及び事業活動を通じて花とみどりの活用に積極的に努め

るとともに、県が実施する花とみどりの活用の推進に関する施策に協力するよう努

めるものとする。 

（県と市町との協働） 

第八条 県は、市町が花とみどりの活用の推進に重要な役割を有していることに鑑み、

基本理念を踏まえつつ、市町に対し、その地域の特性に応じ、県と協働して、花と

みどりの活用の推進に積極的に努めることを求めるものとする。 

２ 県は、市町が実施する花とみどりの活用の推進に関する施策の策定及び実施を支

援するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

第四章 基本的施策 

（県有施設等における花とみどりの活用） 

第九条 県は、その設置し、及び管理する道路、庁舎その他の施設（以下この条にお

いて「施設」という。）において、その施設の特性に応じ、花とみどりを活用するも

のとする。 

２ 県は、県以外の者が設置し、又は管理する施設において、その施設の特性に応じ、

花とみどりが活用されるよう必要な支援を行うよう努めるものとする。 

（街路樹等の機能の発揮） 

第十条 県は、その管理する街路樹等が有する良好な景観の形成の機能その他の機能

が十分に発揮されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、県以外の者が管理する街路樹等が有する良好な景観の形成の機能その他の

機能が十分に発揮されるよう必要な支援を行うよう努めるものとする。 

（社会福祉施設等における花とみどりの活用の促進） 

第十一条 県は、社会福祉施設その他花とみどりの人を癒やす効用が十分に発揮でき

る施設における花とみどりの活用を促進するため、必要な施策を講ずるよう努める

ものとする。 

（花とみどりの文化の振興） 

第十二条 県は、生花その他の花とみどりの文化の振興を図るため、日常生活におけ

る花とみどりの活用の促進、花とみどりに関する伝統の継承、花とみどりの新たな

文化の創出等に対する支援、花とみどりに関する知識等の普及その他必要な施策を

講ずるよう努めるものとする。 

 

 



 

 

（花とみどりの教育等の推進） 

第十三条 県は、子どもに対する花とみどりを活用した教育及び保育が地域の住民等

と連携協力するなどして効果的に実施されるよう、必要な施策を講ずるよう努める

ものとする。 

（花とみどりの名所づくりの推進） 

第十四条 県は、名所に関する情報の提供、新たに名所となる花とみどりを活用した

場の整備その他の花とみどりの名所づくり（次項において「花とみどりの名所づく

り」という。）に努めるものとする。 

２ 県は、花とみどりの名所づくりを行い、又は行おうとする県民、事業者及びこれ

らの者で構成される民間の団体に対して、必要な支援を行うよう努めるものとする。 

（人材育成等） 

第十五条 県は、花とみどりの活用の推進に寄与する人材の育成及び確保に努めるも

のとする。 

２ 県は、花とみどりの活用の推進に寄与する産業の支援に努めるものとする。 

（情報収集等） 

第十六条 県は、花とみどりの活用の推進を専門的知見に基づき効果的に実施するた

めに必要な情報の収集及び提供、調査研究の推進等を行うよう努めるものとする。 

（県民及び事業者の理解の増進等） 

第十七条 県は、花とみどりの活用の推進に関する県民及び事業者の理解を深めると

ともに、花とみどりの活用の推進に向けた県民及び事業者の気運が醸成されるよう

必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

（顕彰） 

第十八条 県は、花とみどりの活用の推進に寄与した者の顕彰に努めるものとする。 

 

第五章 基本計画 

第十九条 知事は、花とみどりの活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、花とみどりの活用の推進についての基本的な計画（以下この条及び次

条において「基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 花とみどりの活用の推進に関する基本的な方針 

二 花とみどりの活用の推進に関する主要な目標 

三 前章に規定する基本的施策その他の施策のうち、花とみどりの活用の推進に関

し、県が総合的かつ計画的に講ずべきもの 

四 前三号に掲げるもののほか、花とみどりの活用の推進に関し必要な事項 

 



 

 

３ 前項第二号の目標については、定量的に定めるよう努めなければならない。 

４ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ花とみどりの三重づくり

推進会議及び市町長の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 

５ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、県民の意見を反映することができるよ

うに、必要な措置を講ずるものとする。 

６ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

７ 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

８ 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について議会に報告すると

ともに、これを公表しなければならない。 

 

第六章 花とみどりの三重づくり推進会議 

（設置及び所掌事務） 

第二十条 花とみどりの活用の推進に関する施策を調査審議するため、知事の附属機

関として、花とみどりの三重づくり推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

２ 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議する。 

一 基本計画に関する事項 

二 花とみどりの活用の推進に関する施策に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 

３ 推進会議は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。 

（組織等） 

第二十一条 推進会議は、委員二十人以内で組織する。 

２ 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四

未満とならないものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合

は、この限りでない。 

３ 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、花とみどりの活用の推進に関

する事業に従事する者その他の者のうちから知事が任命する。 

４ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 

 

 

 



 

 

第七章 施策の推進 

（体制の整備等） 

第二十二条 県は、第六条及び第八条の責務等を果たすため、必要な体制を整備する

とともに、花とみどりの活用の推進に関する専門的な知識及び技術を有する職員の

確保及び資質の向上に努めるものとする。 

（三重県花とみどりの日及び三重県街路樹の日） 

第二十三条 花とみどりの活用の推進に関する県民及び事業者の理解を深めるとと

もに、花とみどりの活用の推進に向けた県民及び事業者の気運を醸成するため、三

重県花とみどりの日及び三重県街路樹の日を設ける。 

２ 三重県花とみどりの日は県民の日条例（昭和五十一年三重県条例第二号）第一条

第一項に規定する県民の日と同一の日とし、三重県街路樹の日は十一月十一日とす

る。 

３ 県は、三重県花とみどりの日及び三重県街路樹の日には、その趣旨にふさわしい

行事が実施されるよう努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第二十四条 県は、花とみどりの活用の推進に関する施策を推進するため、必要な財

政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第六章の規定は、同年十

月一日から施行する。 

（準備行為） 

２ 推進会議の委員の選任のために必要な行為その他の第六章の規定の施行のため

に必要な準備行為は、同章の規定の施行の日前においても行うことができる。 

（検討） 

３ この条例の規定については、この条例の施行後おおむね四年ごとに検討が加えら

れ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

 

  



 

 

花とみどりの三重づくり推進会議 委員名簿 

 

令和７（2025）年８月現在     

（敬称略）    

委員名 所属等 

鶴田 佳子 岐阜工業高等専門学校教授 

松尾 奈緒子 三重大学准教授 
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山田 邦夫 岐阜大学教授 
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中矢 佳代 三重県小中学校長会 

駒田 直紀 三重県市長会 

市村 一雄 
三重大大学院生物資源学研究科リサーチフェロー 

（株式会社 名港フラワーブリッジ） 

奥田 誠 花の国づくり三重県協議会 

加藤 千弘 社会福祉法人三重県社会福祉協議会 

田中 彩子 鈴鹿商工会議所 

中村 駆 一般社団法人三重県造園建設業協会 

樋口 智子 公益社団法人 三重県観光連盟 

前川 良文 株式会社 緑生園 

松尾 廣文 三重県花植木振興会  

望月 俊二 公益財団法人 岡田文化財団 
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